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会社のメリット

　確定拠出年金は、大企業では導入が進んでいま

すが、中小企業ではほとんど導入されていません。 

　なぜなら、100 人未満の会社については、金

融機関側が採算が合わない等の理由により、積極

的に案内をしていないからです。また、確定拠出

年金の導入は、法的な義務ではありませんから、

導入しなくても何ら問題は生じないことから、中

小企業では検討すらされないという現状も要因の

一つです。

　しかし、実は確定拠出年金は、大企業だけでな

く、中小企業こそ積極的に取り入れておきたい制

度です。それは、そのメリットが従業員、会社と

もに受けられるものであり、上手に活用できれば

会社の社会保険料の節減につながることもあるか

らです。

（１）福利厚生制度として超優秀

　確定拠出年金は、従業員の老後資金の積み立て

を目的にしていますので、福利厚生として非常に

優れています。従業員が安心して働くことのでき

る職場環境を整えることは、これからの人材難の

時代において、必須の取り組みです。確定拠出年

金は従業員満足度を向上させることに適している

制度です。

（２）大企業からの転職組の受け皿に

　大企業から転職してくる人は、前職で確定拠出

年金に加入しています。前職で掛けていた確定拠

出年金は、転職先が確定拠出年金に加入していれ

ばそのまま移すことができます。自社に確定拠出

年金があることは、大企業からの転職組に選ばれ

るための有利な条件の一つとなります。

（３）求人票に確定拠出年金のある会社だとアピー

ルできます

　求人票に、「確定拠出年金制度に加入」と書け

ることは、たくさんある中小企業の求人票の中で

は目立ちます。求職者に「ちょっと他とは違う会

社」という印象をもたせることが期待できます。

（１）利息（運用益）に税金が掛かりません

　確定拠出年金は、雑誌で「最強の節税術」と紹

介されるように、税金面で非常に有利です。

　例えば、銀行で定期預金、証券会社で投資信託

の積み立てをすると、あらかじめ金融機関に所得

税等を引かれて、利息（運用益）が支払われます。

気が付かないうちに、利息（運用益）に

20.315％の所得税等が課税され引かれているの

です。

　

従業員のメリット

しかし、確定拠出年金を使って定期預金や投資信

託の積み立てをすると、非課税となります。その

ため、利息（運用益）から所得税等を引かれるこ

とがなく、引かれるはずだったお金もさらに積み

立てていくことができます。

（２）老後資金を、超効率的に積み立てできます

　利息（運用益）が非課税になり、引かれるはず

だったお金も積み立てられるということは、一見

小さな差のように思いますが、生じた利息にさら

に利息がつくという複利効果を考えると、運用期

間が長ければ長いほど、非常に大きな違いとなっ

てきます。

　もしも、通常の定期預金や投資信託で、老後資

金の積み立てをしているのであれば、これを確定

拠出年金での積み立てに変更するだけで、利息（運

用益）への 20.315％の税金が掛からないため、

圧倒的かつ効率的にお金を積み立てることができ

るようになります。

社会保険料をグッと減らせる
　　　　　　　「選択制」確定拠出年金

　給与制度を一部見直して、確定拠出年金を取り

入れることで、次のような特徴を持った制度とす

ることができます。

特徴１．入りたい人だけが確定拠出年金に入る制

度です

　選択制確定拠出年金とは、確定拠出年金に「入

る」、「入らない」を、各従業員が選択できる制度

です。会社の中で、確定拠出年金に入りたい人だ

けが加入しますので、入りたくない人がいても、

全く問題ありません。

特徴２．掛金を別で支払う必要がありません

　それと、もう一つの特徴として、下図のように

自分の給与の一部を掛金に振り返る仕組みとなっ

ています。ですので、会社が給与とは別に掛金を

支払う必要がありません。

　例えば、20 万円の給与の人は、給与として

15 万円を受け取り、残り 5 万円を掛金に当てる

という方法をとります。この場合、掛金は、従業

員にとって給与ではありません。そのため、掛金

にまわして給与が下がった分、社会保険料・税金

等が安くなります。

特徴３．社会保険料と税金が削減できます

　選択制確定拠出年金を取り入れると、図で言え

ば、給与が 5 万円減ります。社会保険料と税金は、

給与に対して掛かりますので、給与が５万円減っ

た分、社会保険料と税金を減らすことができます。

　特に、社会保険料は会社と従業員が折半で支

払っていますので、従業員だけでなく、会社負担

の社会保険料も節減できることになります。

　社会保険料は、給与の約 15％ですので、毎月

5 万円を確定拠出年金にまわすと、5 万円 ×

15％＝7,500 円の社会保険料、年間にすると、

90,000 円の節減が可能となります。

アクシスでは、中小企業に適した確定拠出年金の

導入をサポートしております。

詳しくお話しを聞きたい、具体的にシミュレー

ションを希望する方は、アクシスまでご連絡くだ

さい。

アクシスからのご提案

社会保険労務士
　　　　　樫葉　稔

ご不明な点がありましたら

社労士法人アクシスまで

お問い合わせください

電話　088-631-8119
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家族信託

～家族信託ってご存知ですか？～
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小島「今日は家族信託についてお話させてい

ただくのですが、笠井さん、「家族信託」って

ご存知ですか？」

笠井さん「家族信託・・・知らないですね。

信託というと投資信託が思い浮かびます。」

小島「投資信託というのは、自分のお金を信

頼できる投資の専門家に預けて運用をしても

らって、その運用の結果得られた利益を自分

が受け取るという仕組みですよね。信託と言

うのは文字通り「信じて託す」ことなのですが、

家族信託というのは自分の財産を信頼できる

家族に託すことです。平成 18 年に信託法が

改正されてから使われるようになってきた新

しい財産管理の方法です。」

笠井さん「はじめて聞きました。具体的に家

族信託ってどういうときに使えるものです

か？」

小島「実は家族信託は相続対策や事業承継な

どいろいろな使い方があるのですが、いまや

社会問題にもなりつつある認知症対策として

も活用できます。例えば、親が将来認知症に

なってしまって施設に入ったとします。まっ

たく判断能力がなくなった場合、親名義の自

宅や預金はどうなるでしょうか？」

笠井さん「やはり本人に判断能力がないので

預金もおろせないし、不動産も貸したり売っ

たりできなくなってしまうのでしょうか・・・。」

小島「そうですね。財産は実質凍結状態になっ

てしまいます。それを回避できるのが家族信

託です。親が認知症になる前に、子供と信託

契約をむすんで財産の運用は子供に託すとし

ておけば、認知症になっても子供が親の預金

を解約したり、不動産を売却したりして親の

生活費を用意することができます。」

笠井さん「それは財産を託す親の立場からし

ても安心ですし、子供の立場にしても助かり

ますね。そういえば、最近空き家問題という

のをニュースなどでよく耳にしますが、原因

として親が認知症になって空き家になってし

まった実家に手がつけられないといった場合

もあると聞きました。そういった場合、この

家族信託をしておけば解決できますね。」

小島「そのとおりです。空き家問題もこの家

族信託の利用が広まればかなり減ると思われ

ます。認知症になった場合、利用できる制度

として成年後見制度というものもありますが、

成年後見制度は、最近他人が後見人になるこ

とが多いということと、財産を動かす場合は

かならず裁判所の判断を仰がなければならな

いということで、すこし使い勝手が悪いとこ

ろがあります。一方この家族信託については

契約の内容を本人の意向に沿って事前に決め

ておけるので、かなり自由度が高くなります。」

笠井さん「メリットを聞くとデメリットも気

になるのですが、何か気をつけなければいけ

ないことはありますか？」

小島「そうですね。デメリットではないですが、

この家族信託を利用することによる直接的な

節税効果はありません。逆に信託契約の内容

によっては税負担が増す場合もありますので、

事前に家族信託に詳しい専門家にご相談され

ることをおすすめします。」

笠井さん「やはり、自分を守るために、そし

て家族にも迷惑をかけないために事前の対策

は必要ですね。でもいろんな制度があるので

自分にはどういった対策が一番いいのか分か

りません。」

小島「そういった場合、まずは税理士法人ア

クシスにご相談下さい。いろいろな制度を考

慮したうえで最適な対策をご提案し、内容に

よっては提携している弁護士や司法書士をご

紹介することも出来ます。」

ご不明な点がありましたら

税理士法人アクシスまで

お問い合わせください

電話　088-631-8119

税理士

　小島　晴美

電話　088-631-8119

　小島　晴美



！！昇給時にご注意ください！！
社会保険料の設定変更が必要な

３つのポイント
給与（役員報酬含む）が大幅変更となり、以下３つのポイントに当て
はまる場合、社会保険料の設定変更と届け出が必要です！

ポイント
①

昇給・降格などがあって、固定的賃金（※）に変動が
あったとき

ポイント
②

変動月を含めて３ヶ月間の総支給額の平均月額と、
現時点の標準報酬月額との間に、２等級以上の差が
生じたとき

ポイント
③ ３ヶ月とも１７日以上出勤したとき

※固定的賃金＝基本給、通勤手当、役職手当、家族手当など

給与計算の作業負担を軽減し本業に集中しませんか？

株式会社徳島経理代行センター
社会保険労務士法人アクシス Tel:088-631-8119 Email:kasaim@m-staff.com

担当：笠井（雅）・樫葉

給与計算代行
1,300円／1名分〜
※Web明細は無料で対応！

✔社会保険の「報酬月額変更届」の届出が必要です！
✔４ヶ月目から新しい社会保険料率に変更してください！

※ご不明点等ありましたら、社労士法人アクシスまでお気軽にご連絡ください

社労士法人アクシス
後藤千亜希

社員に給与計算を
まかせられない

価格は人数や業務内容によって異なります。
まずはお見積から！

業務を効率化
したい



株式会社徳島経理代⾏センター 〒770-00051徳島市北島⽥町1丁目3番地3

経理事務代行

経理担当がやめ
てしまった方

経理丸投げで⼈件費約6割削減︕年額60万コスト削減︕

088-634-1223
担当︓笠井（雅）・福良

まるごと

29,800円～記帳・給与・振込など
全部まるごとまかせて

経理代⾏ パート雇用

記帳 5,000円／〜50仕訳

時給800円
×

5時間/1日
×

20日/月
週5日×4週

タイムカード集計
5,200円／〜1,300円×4名

給与計算

請求書発⾏ 9,800円／〜10件

振込・支払 9,800円／〜10件

月額 29,800円 80,000円

年額 357,600円 960,000円

社員に経理をまか
せられない方

業務を効率化
したい方

コスト⽐較（経理代⾏⇔パート雇用）

次のような方に最適なサービスです

お申込みいただくサービスの組み
合わせにより料⾦が異なります。
まずはお⾒積から。




